
事　　業　　名 担当 ページ
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業
母子及び父子並びに寡婦福祉資金利子補給
母（父）と子の集いバスハイク事業
母子ホーム運営事業
ひとり親家庭相談事業
女性（男性）相談事業
自立支援教育訓練給付金事業
高等職業訓練促進給付金事業
子育て支援事業利用料助成金交付 こども育成課

家庭児童相談室運営事業
助産事業
子育て支援ショートステイ事業
こんにちは赤ちゃん事業

保育の実施及び運営
延長保育事業
障害児保育事業
一時預かり事業
私立保育所等経営安定費補助事業
私立保育所等施設整備費補助事業
私立幼稚園等運営費補助事業
私立幼稚園等建設補助金事業
認可外保育施設補助事業

子育て支援センター事業
休日保育事業
病後児保育事業
子ども子育て安心ルーム

つどいの広場事業 こども育成課 64

ファミリー･サポート･センター事業 こども育成課 64

子育てサポーター訪問事業 子育てサポーター訪問事業 こども育成課 64

児童館設置運営事業
放課後児童健全育成事業
放課後子ども教室
児童遊園管理事業
簡易児童遊園設置費補助事業
児童育成クラブ設置育成事業

ながの子育て家庭優待パスポート事業・
多子世帯応援プレミアムパスポート事業

こども育成課 66

子育て支援クーポン事業 ３歳未満児家庭サポートクーポン

多子世帯子育てクーポン

病児保育事業 こども育成課 68

子どもの権利相談室「こころの鈴」 こども育成課 68

学習・交流・相談スペース「はぐルッポ」運営事業 こども育成課 68

子育てコミュニティサイト「はぐまつ」運営事業 こども育成課 68

多子世帯子育てクーポン事業 多子世帯子育てクーポン事業 こども育成課 68

産後ママ家事支援サービス事業 産後ママ家事支援サービス事業 こども育成課 68

７　母子・父子・寡婦・児童等の福祉

保 育 課 62

こども福祉課

こども福祉課 60
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こども育成課 66

こども育成課 64

こども育成課 68
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の
福
祉

母子・父子・寡婦対策

家庭児童対策

保育園・幼稚園・認定こども

こどもプラザ

ファミリー･サポート･センター

児 童 館 等

つどいの広場

ながの子育て家庭優待ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ事業・

多子世帯応援プレミアムパスポート事業

病児保育事業

子どもの権利相談室

学習・交流・相談スペース

「はぐルッポ」

子育てコミュニティサイト
「はぐまつ」
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(１) 現状

  ア 母子・父子・寡婦世帯の状況
社会情勢の変化とともに母子家庭や父子家庭は少しずつではありますが、増加傾向にあります。その

　 世帯内容については、生別母子・父子（離婚による）が全体の大半を占めています。

母子世帯について母親は生計の維持と子どもの養育という二重の負担を負い、社会的にも、経済的に

   も、また精神的にも不安定な状態に置かれがちです。

このため専任の母子自立支援員を置き、母子（父子）・寡婦世帯の相談業務を行うとともに、世帯の

   自立に向けた各種制度の利用に結び付けています。

さらに女性相談員を兼任で配置し、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の相談・対応も行ってい

   ます。

表1 相談状況

(千円） 表3 利子補給状況 (円）

年度 母子 寡婦 父子 年度 母子 寡婦 父子 計

13件  0件 0件 0件  0件 0件 0件

10,690 0 0 0 0 0 0

15件  0件 0件 0件  0件 0件 0件

7,274 0 0 0 0 0 0

13件  0件 0件 0件  0件 0件 0件

9,793 0 0 0 0 0 0

  イ 要保護児童の状況

　 能が弱まり、子どものいる家庭が子育ての不安や悩みを抱えているという厳しい状況があります。

　 子どもを取り巻く環境の変化に伴い、児童虐待や家庭環境に関する養護相談が増加しています。（表1）

　　 平成17年度から児童の安全確認等の初期対応や、措置が必要なケースの児童相談所への送致等の対応

　 が義務付けられ、さらに、平成18年度には要保護児童対策地域協議会が組織されました。

　　 引き続き児童虐待防止のため、児童相談所をはじめ関係機関との連携を図り、早期発見と早期予防の

　 対応に努めます。また、11月の児童虐待防止月間にはオレンジリボンキャンペーンを展開し市民への啓

　 発を図っています。松本市母子ホーム（母子生活支援施設）については、平成31年4月1日現在6世帯が入所

　 しており、入所者の処遇向上、自立促進に努めています。

　　表１　相談状況（新規相談）

年度 種別

児
童
虐
待

相
談

そ
の
他

相
談
家
庭

環
境

ぐ
犯
行
為

等
相
談

触
法
行
為

等
相
談

性
格
行
動

相
談

不
登
校

相
談

適
性
相
談

相
談

育
児
・

し
つ
け

件　数 42 264 16 158 1 1 9 8 0 12 1 512
比率（%） 8.2% 51.6% 3.1% 30.9% 0.2% 0.2% 1.8% 1.6% 0.0% 2.3% 0.2% 100.1%
件　数 48 359 6 193 3 1 12 9 0 6 1 638

比率（%） 7.5% 56.3% 0.9% 30.3% 0.5% 0.2% 1.9% 1.4% 0.0% 0.9% 0.2% 100.1%
件　数 45 409 0 197 1 0 7 8 0 7 7 681

比率（%） 7.1% 60.1% 0.0% 28.9% 0.1% 0.0% 1.0% 1.2% 0.0% 1.0% 1.0% 100.4%

13件
3

10,690

4

5

5
15件

9,793

     このため専任の家庭児童福祉司、社会福祉主事及び家庭児童相談員を配置し対応しておりますが、

　　 本市においても、核家族化や女性就労の増加、地域連帯感の希薄化などにより、家庭や地域の養育機

5

4

計

そ
の
他
の

相
談

5

960

3

養 護 相 談
保
健
相
談

障
が
い
児

相
談

 非 行 相 談 　育   成   相   談

15件
4

7,274

表2 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付状況

計

相談件数

3

719 934

年度 3 4
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ウ 保育園・幼稚園・認定こども園・小規模保育園の内容

 保育園の状況

 幼稚園の状況

 認定こども園の状況

 小規模保育園の状況 (令和6年4月1日現在）

区　分 市　立 私　立 合　計

施設数 0 7 7

定　員 0 128

合　計

10

90

74

1,630

1,660

(令和6年4月1日現在）

私　立 合　計

15 15

989

国　立

(令和6年4月1日現在）

合　計

44

児童数 4,021

5,966

私　立

　保育園は、児童福祉法の規定に基づく児童福祉施設であり、保育を必要とする子どもを保護者に代
わって保育する施設です。
　幼稚園は、学校教育法の規定に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎をつくるための幼児教育
を行う学校です。
　認定こども園は、保育園と幼稚園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
　小規模保育園は、０歳～２歳児を対象とした保育施設で、定員１９人以下の少人数で保育する施設
です。
　一人ひとりの子どもの状況や発達過程を踏まえ、「養護」と「教育」を一体的に行い、子どもが現
在を最も良く生き、望ましい未来をつくりだす力の基礎を培い、生命の保持及び情緒の安定を図るよ
う、家庭や地域社会と連携します。また、子どもの主体性を重視した柔軟な保育を展開し、子育て支
援のために乳幼児の保育に関する相談にも応じます。

市　立

41

区　分

施設数

定　員

3

2655,701

3,770 251

児童数 0 1,660

128

児童数 0 125 125

施設数 3 6

定　員 400

1

定　員 0 1,854 1,854

施設数 0

エ 保育事業

  教育・保育を希望するすべての子どもを安全、安心、健やかに保育できる環境づくりのもとに、共
働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親家庭の増加、核家族化の進展などによる多様化する保
育ニーズに対応したきめ細かなサービスの充実を図っています。地域活動事業として、老人福祉施設
訪問等世代間交流事業、郷土文化伝承活動等を展開しています。
　特別保育事業の中では乳児保育、障害児保育、全園での延長保育、また一時預かり事業に取り組
み、一時的、緊急な保育需要に対応しています。
　「こどもプラザ」では子育てに関する情報提供や、子育てサークルの育成及び活動交流支援、人材
育成等子育て支援事業の一環として育児講座を実施、また、休日保育事業、乳幼児健康支援一時預か
り事業（病後児保育）を実施しています。

(令和6年4月1日現在）

区　分 市　立 私　立

1,140

児童数 117 798

区　分 市　立
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　 (ｱ) 保育園・幼稚園

　 (ｲ) 児童館・児童センター

　　　　　　　

　乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、交流や相談ができる場を身近な地域に設置し、安心し
て子育てができる環境の整備を図っています。平成17年度から開始し、児童館・児童センター20カ
所、支所1カ所で設置しています。

　市内の子育て家庭を支援するために、こども育成課内に事務局を設置し、育児の援助を受けたい方
と援助を行っていただける方を会員として組織し、会員相互の育児に関する援助活動を有料で実施し
ています。

　ファミリーサポート事業等を補完する事業として、自宅での保育を希望する家庭にサポーターが訪
問して、保育や育児に伴う家事支援等を有料で実施しています。

カ つどいの広場事業

キ ファミリー・サポート・センター事業

ク 子育てサポーター訪問事業

  児童館・児童センターは、地域の18歳未満の子どもを対象にした児童厚生施設です。寿台児童
館と内田児童館を統合し、令和6年4月1日から明善児童センターを新設したため、現在26施設を
開設しています。今後も計画的な改築や大規模改造を進め、子どもたちの遊びの拠点としての機
能や放課後の子どもの居場所の充実を図ります。

あがた・高宮・沢村・島内・
菅野・島立・ 寿・ 二子・
山辺・今井・田川・和田・
新村・芳川・南部・鎌田・
浅間・中山・並柳・岡田・
筑摩・梓川・波田・明善

児
　
　
童

セ
ン
タ
ー

休館日

日曜日･祝日及び
12月29日から翌
年の1月3日まで

小学校休業日における
当該児童館の利用時間

午前8時30分～
午後6時30分

午後0時30分～
午後6時30分

元町・南郷
児
童
館

児童館
利用時間

  本市には市立の保育園41園、幼稚園3園の計44園あり、児童がより良い保育環境の中で教育・
保育を受けられるよう基本計画･実施計画等に基づき年次計画で老朽化した施設の改築を実施し
ており、令和2年度までに全44園の整備が完了しました。
  なお、改築に際しては地域の保育児童数の自然動態及び社会動態等を踏まえ、適正規模で適正
配置となるよう配慮しながら整備を図っています。

オ 保育園・幼稚園及び児童館･児童センターの整備状況
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特定要件

母子及び父子並
び に 寡 婦
福 祉 資 金
貸 付 事 業

母子及父子並びにび寡婦家庭の経
済的自立の向上と、その生活意欲
の助長を図り、その家庭の福祉の
増進のための貸付をする。

母子及び寡
婦並びに

寡婦福祉法

貸付の対象
1 母子・父子家庭
2 父母のない児童またはこれに準ずる児童
3 配偶者のない40歳以上の女子またはその
女子と20歳以上の子で構成されている家庭

母子及び父子並び
に 寡 婦
福 祉 資 金
利 子 補 給

母子及び父子並びに寡婦福祉資金
利用者が負担する利子を補助する
ことにより母子・父子家庭の生活
の安定を図る。

市要綱 S44.4.1
滞納がなく、母子及び父子並びに寡婦福祉
資金の貸付を受け借入金の返済を行った者

母（父）と子の
集 い
バスハイク事業

母子・父子家庭の母・父と子を激
励すると共に相互の理解を深め福
祉の増進を図る。

S60 松本市ひとり親家庭福祉会に事業委託

母 子 ホ ー ム
運 営 事 業

母子家庭における福祉の向上を図
り、自立促進のために生活を支援
する施設として設置。

児童福祉法
配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情
にある女子で、その女子が監護すべき児童
の福祉に欠ける場合

ひとり親家庭
相 談 事 業

母子・父子家庭等の身上相談に応
じ、その自立に必要な指導を行
い、その福祉の増進を図る。

母子及び父
子並びに

寡婦福祉法
S28.4.21

女性相談事業

女性の身上相談に応じ、その自立
に必要な指導を行う。また、売春
防止法の規定による要保護女子に
ついて相談指導を行う。

売春防止法

ＤＶ法
S32.4.1

自立支援教育
訓 練 給 付 金
支 給 事 業

ひとり親家庭の親が、職業能力の
開発のための講座を受講する場合
に、その費用の一部を補助する。

高等職業訓練
促 進 事 業

ひとり親家庭の親が、就職に有利
な資格を取得するため養成機関に
修学する場合、その期間の生活の
負担軽減を図り、資格の取得を促
進する。

家庭児童相談室
運 営 事 業

家庭における適正な児童教育・福
祉向上を図るための専門的相談

省令 S47.7.1

助 産 事 業

保健上必要があるにもかかわら
ず、経済的理由で入院助産を受け
られない者を助産施設に措置入所
させる。

児童福祉法 S23.4.1

子 育 て 支 援
ショートステイ
事 業

児童の養育が一時的に困難となっ
た場合、当該児童を児童福祉施設
に入所させることにより、子育て
の支援を行う。

児童福祉法 H8.6.1
市内に居住する１８歳未満の児童で、当該
児童の保護者が一時的に養育困難となった
者

こ ん に ち は
赤ちゃん事業

生後4ヵ月までの乳児のいる全て
の家庭を、各地区の民生・児童委
員や主任児童委員がプレゼントを
持って訪問し、乳児家庭と地域を
つなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、
乳児の健全育成を支援する。

児童福祉法 H21.4.1

子育て支援事業
利用料助成金
交 付

ひとり親家庭等の経済的負担を軽
減するため、ファミリー・サポー
ト・センター事業利用料及び子育
てサポーター訪問事業利用料の半
額を助成。

市要綱 H23.4.1

(２) 母子・父子・寡婦・家庭児童

家庭における児童の身体的精神的環境的生     活上の種々の
問題の相談（虐待相談含む）

健康上入院助産が必要、住居が狭いため産     室が確保でき
ない、分娩の介助者がいない、衛生・環境     上自宅で安全
な分娩ができない者
（国保・社保から支給の分娩費免責）

平成21年4月2日以降に誕生した、生後4ヵ月    までの乳児が
いる全ての家庭が対象

次のいずれかに該当する世帯
①生活保護費受給世帯
②児童扶養手当受給世帯
③子育て支援医療を除く松本市福祉医療費       受給世帯
④市民税非課税世帯

相談日 月～金曜日(午前8時30分～午後5時）
場　所 こども福祉課

相談日及び場所　①　松本市ジェンダー平等    センター
　　　　　　　　 　・電話相談　火曜・       木曜、第1・3金曜 午前9時～12時、第2・4金曜 午後1時～4時
　　　　　　　　　 ・面接相談　午後1時      ～4時（要予約　ただし第2・4金曜日 午後4時～7時）
　　　　　　　　②　こども福祉課　月～      金曜日（午前　8時30分～午後5時）

名　称 目　　的 準拠法 開始時期
要　　　　　件

母子及び父
子並びに

寡婦福祉法
H15.4.1 児童扶養手当支給水準のひとり親家庭

S23.4.1
市設置
28.4.1
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所得制限 申請先 必要書類

通年

５年度の状況
　母子　　　　　　13件
　　　    9,793,840円
　寡婦　　　　 　　0件
　　　　　　　 　　0円
　父子　　　　  　 0件
　　　　          0円

支払の利子
相当分

５年度の状況
　母子　　　 　　  0件
　寡婦　　　　　 　0件

550,000円
５年度
　　　　　　 550,000円

入所申込書 措置入所 通年
５年度の状況
　母子ホーム入所世帯
　　　　　　　　 5世帯

５年度の状況
　　　　　　　 　493件

５年度の状況
　　　　　　　　 719件
①ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等ｾﾝﾀｰ370件
②こども福祉課   399件

対象講座の受講料
の6割（12,001円
以上20万円を上

限）

５年度の状況
　　　　　　  　　 2件
　　　　　　 125,318円

修業期間の全期間
(上限4年)
月額 100,000円
市民税課税世帯
　　　70,500円

５年度の状況
　　　　　　    　 6件
　　　　　 3,932,500円

５年度の状況
　　　　　　    681件

入所措置費
助産施設
への支払

通年
５年度の状況
　　　　　　　　  6件
　　　　　2,482,230円

なし － － －
５年度の状況
　　　　　  延べ 74人
　　　　　　　　165泊

５年度の状況
　　　訪問数　1,040人
　　　訪問率　 69.2％

こども
育成課

申請書等
利用料の半額

(上限:月額1万円)
口座振替

利用月の翌
月以降

５年度の状況
　　        　延べ62件
　　       　185,060円

口座振替 通年

家庭における児童の身体的精神的環境的生     活上の種々の
問題の相談（虐待相談含む）

健康上入院助産が必要、住居が狭いため産     室が確保でき
ない、分娩の介助者がいない、衛生・環境     上自宅で安全
な分娩ができない者
（国保・社保から支給の分娩費免責）

申請書

平成21年4月2日以降に誕生した、生後4ヵ月    までの乳児が
いる全ての家庭が対象

次のいずれかに該当する世帯
①生活保護費受給世帯
②児童扶養手当受給世帯
③子育て支援医療を除く松本市福祉医療費       受給世帯
④市民税非課税世帯

給付方法 交付時期 備　　考

なし
こども
福祉課

備付の申請書

口座振替

相談日 月～金曜日(午前8時30分～午後5時）
場　所 こども福祉課

相談日及び場所　①　松本市ジェンダー平等    センター
　　　　　　　　 　・電話相談　火曜・       木曜、第1・3金曜 午前9時～12時、第2・4金曜 午後1時～4時
　　　　　　　　　 ・面接相談　午後1時      ～4時（要予約　ただし第2・4金曜日 午後4時～7時）
　　　　　　　　②　こども福祉課　月～      金曜日（午前　8時30分～午後5時）

要　　　　　件 申請手続
給付内容

児童扶養手当支給水準のひとり親家庭

こども
福祉課

申請書等

なし

通常

年1回

1 事業開始資金

2 事業継続資金

3 修学資金

4 技能習得資金

5 修業資金

6 就職支度資金

7 医療介護資金

8 生活資金

9 住宅資金

10 転宅資金

11 就学支度資金

12 結婚資金
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保育の実施及び
運 営

保育を必要とする児童を保育す
る。

S23.4.1
市営

S44.10.1
以降

延長保育事業

通常の保育時間(保育短時間8：30
～16：30、保育標準時間7：30～
18：30)を超えて保育を行う。

S49.7.1
H8.4.1
H12.4.1

障がい児保育
事 業

保育を必要とし、かつ心身に障が
いを有する児童について、健常児
との統合保育をすることにより、
児童の福祉の向上を図る。

市要綱

一時預かり事業

緊急・一時的に家庭保育が困難と
なる未就園児を保育する。（指定
園13園で実施）

※定員に余裕がある場合は、指定
園以外でも実施

児童福祉
法
第6条の3
第7項

私立保育所等経
営安定費補助
事 業

私立保育所等の運営費を助成し保
育所運営の円滑化を図る。

S50.4.1

私立保育所等施
設整備費補助
事 業

私立保育所等の施設整備費を助成
し、保育所施設の整備充実を図
る。

私立幼稚園等運
営費補助事業

私立幼稚園等の運営費を助成幼稚
園運営の円滑化を図る。

私立幼稚園等建
設 補 助 事 業

私立幼稚園等の施設整備費を助成
し、保育所施設の整備充実を図
る。

許可外保育施設
補 助 事 業

許可外保育施設の運営費等を助成
し保育所運営の円滑化を図る。

H4.4.1
対象　　認可外保育所
使途　　人件費および管理費

児童福祉法

第24条
第1項

保育を必要とする事由
　①居宅内外での労働
　②妊娠出産
　③疾病・障がい
　④同居親族等の介護・看護
　⑤災害復旧
　⑥求職・起業準備
　⑦その他

保護者の就労時間等により通常の保育時間　   内に児童を送
迎できない場合

保育を必要とする障がい児で、集団生活が     可能な児童

種別
　①保護者の就労等断続的に家庭保育が困     難となる場合
　②保護者の傷病等緊急・一時的に家庭保     育が困難とな
る場合
　③児童福祉上必要な場合
　④私的理由による場合
対象児童　保育所・幼稚園で保育されてい     ない児童
保育期間　1月15日以内
保育時間　(平)8：30～17：00
　　　　　(土)8：30～12：30

対象　　認可保育所等
使途　　人件費および管理費

市要綱

対象　　認可幼稚園等
使途　　幼稚園の新築、改築、増築、大規     模修繕及び施
設
　　　　設備近代化に要する経費

対象　　認可幼稚園等
使途　　人件費および管理費

対象　　認可保育所等
使途　　保育所の新築、改築、増築、大規     模修繕及び施
設
　　　　設備近代化に要する経費

(３) 保育園

名　称 目　　的 準拠法 開始時期 要　　　　　件

S52.4.1
全面改正
H5.1.4

S43.10.1
全面改正
S56.4.1
一部改正

H27.4.1

H3.5.1
一部改正
H5.4.1

S43.10.1
一部改正
H27.4.1

S46.4.1
一部改正
H27.4.1
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申込・申請先 必要書類

保育課

支給認定申請書兼
入園申込書
市民税通知書
就労証明書
介護等証明等

保育

６年度の状況
　　　 　 （4月1日現在）
　公立　 41園
　児童数 　3,770人
　私立　 25園
　児童数　 1,559人
※認定こども園2･3号含む

在園する
保育園

延長間保育申込書 延長保育 必要な時間

保育課

支給認定申請書兼
入園申込書
市民税通知書
就労証明書
介護等証明等

保育 必要な時間
入所審査委員会で加配日数
等を判定

実  施
保育園

一時預かり事業
申込書

一時預かり 必要な期間

５年度の状況（公立）
　南松本保育園他
　延利用人数　 10,061人
　一日平均　　　43.7人

前期（6月）
後期(12月)

事業完了後

前期（6月）
後期(12月)

事業完了後

前期(10月）
後期( 3月)

備　　考

保育を必要とする事由
　①居宅内外での労働
　②妊娠出産
　③疾病・障がい
　④同居親族等の介護・看護
　⑤災害復旧
　⑥求職・起業準備
　⑦その他

保護者の就労時間等により通常の保育時間　   内に児童を送
迎できない場合

保育を必要とする障がい児で、集団生活が     可能な児童

種別
　①保護者の就労等断続的に家庭保育が困     難となる場合
　②保護者の傷病等緊急・一時的に家庭保     育が困難とな
る場合
　③児童福祉上必要な場合
　④私的理由による場合
対象児童　保育所・幼稚園で保育されてい     ない児童
保育期間　1月15日以内
保育時間　(平)8：30～17：00
　　　　　(土)8：30～12：30

対象　　認可保育所等
使途　　人件費および管理費

保育課 申請書等

対象　　認可幼稚園等
使途　　幼稚園の新築、改築、増築、大規     模修繕及び施
設
　　　　設備近代化に要する経費

対象　　認可幼稚園等
使途　　人件費および管理費

補助金

対象　　認可保育所等
使途　　保育所の新築、改築、増築、大規     模修繕及び施
設
　　　　設備近代化に要する経費

要　　　　　件
申込・申請手続

給付内容 給付方法 交付時期
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子 育 て 支 援
センター事業

乳幼児を持つ親とその子どもが気
軽に利用することによる交流の場
としての機能に加え、育児相談・
育児講座等の実施や育児に関する
情報を発信し、さらには育児サー
クルの支援を行う。

市条例 H12.6.1

休日保育事業
休日に保護者の就労等により､保
育に欠ける児童の保育を行う。

H12.7.1

病後児保育事業
病気等の回復期であって集団保育
が困難な児童の保育を行う。

H12.7.1
一部改正
H21.9.10

子ども子育て
安 心 ル ー ム

妊娠、出産から子育て期まで切れ
目のない支援、相談の場として、
こどもプラザに設置。常駐の子育
てコンシェルジュが相談の入口を
担う。

市要綱

H28.10.3
（筑摩）
H29.4.1
（小宮）
H30.4.1
（南郷）
H31.4.1
（波田）
R5.7.12
（芳川）

つどいの広場
事 業

乳幼児を持つ親とその子どもが気
軽に集い、交流や相談の場として
地域の子育て支援機能の充実を図
る。

市要綱 H17.4.18

ファミリー・
サ ポ ー ト ・
センター事業

子育て家庭に対し、育児支援を行
うとともに児童福祉の増進を図
る。

市要綱 H7.7.22

子育てサポー
ター訪問事業

子育て家庭の自宅にサポーターが
訪問して保育や育児に伴う家事支
援を行うことにより、地域におけ
る子育て環境の充実を図る。

市要綱 H22.7.1

市内に居住する就学前児童及びその保護者

育児の援助を受けたい方と援助を行ってい    ただける方を会
員とした相互援助を行う。

名　称 目　　的 準拠法 開始時期

開設場所
芳川・南部・鎌田・浅間・あがた・山辺・ 　 島立・今井・新
村・梓川・寿・菅野・岡田・二子・田川・    中山・高宮・和
田・沢村児童センター、寿台児童館、        四賀支所
開設日　　月～金
開設時間　9:00～14:00
(芳川の「なんぶ すくすく」は9:00～17:00)

(６) ファミリー・サポート・センター事業

名　称 開始時期 要　　　　　件

市内に居住する就学前児童及びその保護者

市要綱

保護者の勤務等社会的に止むを得ない事由     により、家庭
で保育を行うことが困難な市内に居住する、   利用日現在満1
歳以上の就学前児童

①病気等の回復期にあって集団保育が困難     な、利用日現
在満1歳以上の就学前児童
②保護者の勤務等社会的に止むを得ない事     由により、家
庭で保育を行うことが困難な市内居住または   保護者が市内
に勤務している方

(５) つどいの広場事業

要　　　　　件

(４) こどもプラザ

名　称 目　　的 準拠法 開始時期 要　　　　　件

目　　的 準拠法

自宅での保育や家事支援を希望する、15歳      までの児童を
育てている家庭

(７) 子育てサポーター訪問事業

名　称 目　　的 準拠法 開始時期 要　　　　　件
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申込・申請先 必要書類

こども
プラザ

小宮こども
プラザ

南郷こども
プラザ

波田こども
プラザ

芳川こども
プラザ

利用申込書
５年度の状況
　延べ利用人数　73,673人

こども
プラザ

必要な時間
５年度の状況
　延べ利用人数　446人

こども
プラザ
南郷こど
もプラザ

必要な期間
(原則1回に
つき連続5日
以内)

５年度の状況
　延べ利用人数　191人
※令和6年1月から登録予約
システム導入

こども
プラザ

小宮こども
プラザ

南郷こども
プラザ

波田こども
プラザ

芳川こども
プラザ

－
５年度の利用状況
　延べ相談件数　4,376件

申込・申請先 必要書類

－ －
５年度の状況
　延べ利用人数 64,664人

申込・申請先 必要書類

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ事務局
（こども
育成課
内）

登録申請書 保育 必要な時間

５年度の状況
　延べ利用回数 3,257回

申込・申請先 必要書類

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｾﾝ
ﾀｰ事務局
（こども
育成課
内）

登録申請書
保育、家事支援な
ど

必要な時間
５年度の状況
　延べ利用回数　2,997回

市内に居住する就学前児童及びその保護者

育児の援助を受けたい方と援助を行ってい    ただける方を会
員とした相互援助を行う。

申請手続
給付内容 給付方法 交付時期

給付方法 交付時期

給付方法

給付方法 交付時期

交付時期

備　　考

開設場所
芳川・南部・鎌田・浅間・あがた・山辺・ 　 島立・今井・新
村・梓川・寿・菅野・岡田・二子・田川・    中山・高宮・和
田・沢村児童センター、寿台児童館、        四賀支所
開設日　　月～金
開設時間　9:00～14:00
(芳川の「なんぶ すくすく」は9:00～17:00)

要　　　　　件

備　　考

市内に居住する就学前児童及びその保護者

保護者の勤務等社会的に止むを得ない事由     により、家庭
で保育を行うことが困難な市内に居住する、   利用日現在満1
歳以上の就学前児童

登録申込書 保育①病気等の回復期にあって集団保育が困難     な、利用日現
在満1歳以上の就学前児童
②保護者の勤務等社会的に止むを得ない事     由により、家
庭で保育を行うことが困難な市内居住または   保護者が市内
に勤務している方

備　　考要　　　　　件
申込・申請手続

給付内容

要　　　　　件
申込・申請手続

給付内容

申込・申請手続
給付内容

備　　考

自宅での保育や家事支援を希望する、15歳      までの児童を
育てている家庭

(７) 子育てサポーター訪問事業

要　　　　　件
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児 童 館 設 置
運 営 事 業

児童に健全な遊びを与え、その健
康を増進し、情操を豊かにする。

児童福祉法
第40条

放課後児童健全
育 成 事 業

保護者が労働等により昼間家庭に
いない、小学校に就学している児
童の健全な育成を図る。

市要綱

S52.4.1

要綱告示
H19.3.30

１　対象児童　　保護者の就労等により昼
間留守となる家庭の小学１年生～６年生ま
での児童(充分なスペースを確保できない施
設は４年生まで)
２　利用料　　月額

放 課 後 子 ど も
教 室

児童の放課後の居場所として、の
びのびと遊び、学べる環境を提供
し、児童の健全育成を図る。

児童福祉法
教育基本法
社会教育法

等
H20.4.1

１ 開催場所 源池小、奈川小、明善小、
            安曇小、※大野川小
　　　　　（※令和6年8月21日から実施）
２ 利用料 無料(保険料は別途:800円程度/年)

児童遊園管理
事 業

児童に健全な遊び場を与え、児童
を事故から守り、健全育成を図
る。

児童福祉法
第40条

簡易児童遊園
設置改修事業
補 助 事 業

町会等が敷地を確保し簡易児童遊
園を設置する事業費、または改修
に要した費用の一部を補助し、児
童を事故から守り、健全育成を図
る。

市要綱 S44.7.1

児童育成クラブ
設置育成事業

保護者が労働等により昼間家庭に
いない、小学校に就学している児
童の健全な育成を図る。

市要綱 S54.4.1

①ながの子育て
家 庭 優 待
パスポート事業
②多子世帯応援
プ レ ミ ア ム
パスポート事業

子育て家庭を地域全体で支える気
運を高めるため、企業・店舗等の
協力を得て、子育て家庭を支援す
る。
２８年度からは、全国の協賛店で
サービスを受けられるように制度
が拡充された。（ただし「多子世
帯応援プレミアムパスポート」を
除く。）

県要綱

①
Ｈ22.8.1
(Ｈ18.9.1
市独自に
「わいわ
いパス事
業」開始)
②
Ｈ27.10.1

(９) ながの子育て家庭優待パスポート事業・多子世帯応援プレミアムパスポート事業

名　称 目　　的 準拠法 開始時期 要　　　　　件

①市内在住　18歳未満の子どもを1人以上育    てている世帯
及び第1子を妊娠している方の世帯
②市内在住　18歳未満の子どもを3人以上育    てている世帯

設備基準
① 敷地660㎡(200坪)以上
② 遊具、ブランコ、滑り台等の標準的設備

要　　　　　件

　運営は指定管理者が26館を管理
　指定管理者ごとの管理施設は下記のとお      り（R6～R10年度管理者）
　１　社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
　　　あがた・高宮・島内・芳川・南部・      菅野・並柳・島立・寿・二子・鎌田・山辺
　　　浅間・筑摩・今井・田川
　２　労働者協同組合　ワーカーズコープ     ・センター事業団
　　　元町・南郷・岡田
　３　シダックス大新東ヒューマンサービ      ス株式会社
　　　梓川・波田・新村・和田・中山・        明善
　４　特定非営利活動法人　しろがね
　　　沢村

簡易児童遊園　66.0㎡以上で設置経費が       20万円以上
子供広場　　　16.5㎡以上で設備経費が       10万円以上
チビッコ広場　16.5㎡以上で設備経費が        5万円以上
改修工事　　　（補助適用は5年に1回）

補助対象
放課後児童健全育成事業を実施する児童育     成クラブ
算出根拠
継続的に利用している小学校１～６年生の     登録
児童数を元に、放課後子どもプラン推進事     業補助金交付
要綱に基づく「松本市児童育成クラブ運営費   等補助金交付
要綱」により算出

(８) 児童館等

名　称 目　　的 準拠法 開始時期

S23.1.1
市設置
41.12.1

S23.1.1
市設置
39.4.1
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申請先 必要書類

５年度の状況
27館（うち児童センター23
館）
延べ利用者数　456,738人

こども
育成課

申請書

５年度の状況
　29クラブ
　登録者数（月平均）
　　　　 　　　3,156人

各教室 申請書
５年度の状況
　延べ利用人数 4,131人

遊び場 通年 37カ所

申請書 事業完了後
５年度の状況
　11か所
　2,174,730円補助

申請書 補助金
５年度の状況
　12クラブ
　登録者数　325人

申請先 必要書類

こども
育成課
市民課

支所・出
張所

①　不要
＊　紛失等の場合
のみ申請書が必要
②交付申請書

パスポートカード
交付

1世帯2枚

５年度の状況
①カード利用者数
　22,012世帯
　協賛店舗数　600店舗
　(県全体では5,520店舗)
②カード利用者数
　2,891世帯
　協賛店舗数　108店舗
　(県全体では1,087店舗)

(９) ながの子育て家庭優待パスポート事業・多子世帯応援プレミアムパスポート事業

要　　　　　件 交付時期
申請手続

給付内容 備　　考

①市内在住　18歳未満の子どもを1人以上育    てている世帯
及び第1子を妊娠している方の世帯
②市内在住　18歳未満の子どもを3人以上育    てている世帯

給付内容 給付方法 交付時期

設備基準
① 敷地660㎡(200坪)以上
② 遊具、ブランコ、滑り台等の標準的設備

申請手続
要　　　　　件

こども
育成課

　運営は指定管理者が26館を管理
　指定管理者ごとの管理施設は下記のとお      り（R6～R10年度管理者）
　１　社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
　　　あがた・高宮・島内・芳川・南部・      菅野・並柳・島立・寿・二子・鎌田・山辺
　　　浅間・筑摩・今井・田川
　２　労働者協同組合　ワーカーズコープ     ・センター事業団
　　　元町・南郷・岡田
　３　シダックス大新東ヒューマンサービ      ス株式会社
　　　梓川・波田・新村・和田・中山・        明善
　４　特定非営利活動法人　しろがね
　　　沢村

給付方法

簡易児童遊園　66.0㎡以上で設置経費が       20万円以上
子供広場　　　16.5㎡以上で設備経費が       10万円以上
チビッコ広場　16.5㎡以上で設備経費が        5万円以上
改修工事　　　（補助適用は5年に1回）

補助対象
放課後児童健全育成事業を実施する児童育     成クラブ
算出根拠
継続的に利用している小学校１～６年生の     登録
児童数を元に、放課後子どもプラン推進事     業補助金交付
要綱に基づく「松本市児童育成クラブ運営費   等補助金交付
要綱」により算出

備　　考

簡易児童遊園
補助率2/3

限度額40万円

子供広場 補助率2/3

限度額30万円

チビッコ広場 補助率2/3

限度額 8万円
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3歳未満児家庭
サポートクーポ
ン

３歳未満児の子どもを家庭で保育
している子育て世帯の経済的およ
び精神的負担の軽減を図るため無
料クーポン券の配布を行う。
（令和４年度から配布を開始し、
令和５年度から対象事業を追加）

市要綱 R4.4.1

多子世帯子育て
クーポン

令和５年度から多子世帯の身体
的・精神的負担と軽減を図るた
め、就学前の多子世帯にファミ
リーサポートセンター事業(サ
ポーター訪問事業含む)の無料
クーポン券の配布を行う。

市要綱 R5.4.1

（11）病児保育事業

子 ど も の
権 利 相 談 室
「こころの鈴」

子どもの権利侵害に対して相談に
応じ、助言や支援を行う。

市条例 H25.7.17

学習・交流・相
談 ス ペ ー ス
「はぐルッポ」
運 営 事 業

様々な事情で学校に通えない子ど
もたちへの居場所の提供と相談・
学習の支援を行う。

H25.5.1

子育てコミュニ
テ ィ サ イ ト
「はぐまつ」
運 営 事 業

平成22年度に市民との協働により
制作した、官民双方の子育て情報
をわかりやすく提供する子育て支
援サイト「はぐまつ」の運営を行
う。

H22.4.1

産後ママ家事支
援サービス事業

出産後母体の回復期に母親の身体
的負担を軽減するため、家事支援
を行う。

市要綱 R5.4.1
産後120日までの乳児の母親
（多胎の場合は生後１年までの乳児の母
親）

１８歳未満の子どもが２人以上いる家庭　　　で、かつ就学前
の子どもがいる世帯の保護者

(12) 子どもの権利相談室「こころの鈴」

目　　的

要　　　　　件

開所日　水曜日、金曜日（午後1時～6時）
　　　　月1回月曜日（午後1時～6時）
場　所　浅間温泉1-5-1

要　　　　　件

（14）子育てコミュニティサイト「はぐまつ」運営事業

名　称 目　　的 準拠法 開始時期

病児保育事業 市要綱
H20.11.1
一部改正
R4.4.1

(13) 学習・交流・相談スペース「はぐルッポ」運営事業

名　称 準拠法

開始時期 要　　　　　件

相談日　月～木曜日、土曜日（午後1時～    6時）
　　　　金曜日（午後1時～8時）
場　所　大手事務所2階

開始時期 要　　　　　件

準拠法

目　　的 準拠法 開始時期

名　称 目　　的 準拠法 開始時期

病状の急変は認められないが、病気の回復期に至らず、保護者
の勤務等止むを得ない事由により、家庭で保育を行うことが困
難な松本市内に在住又は保護者が松本市内に勤務している生後
５カ月から小学３年生までの児童
※保護者が松本市内に勤務していない塩尻市・山形村・朝日村
の児童も対象

目　　的

名　称

病状の急変は認められないが、病
気の回復期に至らない児童の保育
を行う。

３歳未満児のうち、保育園等に在籍してい　　ない子どもの保
護者
〈対象事業〉
①ファミリー・サポート・センター事業
（子育てサポーター訪問事業含む）
②一時預かり事業〈令和５年度追加事業〉
③子育て支援ショートステイ事業
④育児ママヘルプサービス事業
⑤産後ママ家事支援サービス事業
⑥休日保育事業
⑦病児・病後児保育事業

要　　　　　件

(10) 子育て支援クーポン事業

名　称

名　称 目　　的 要　　　　　件

（15）産後ママ家事支援サービス事業

準拠法 開始時期
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申請先 必要書類

対象事業
により異

なる
－

①1時間券20枚
②半日(4時間)券10
枚
③1泊宿泊券3枚
④1時間券10枚30分
券10枚
⑤1時間券15枚
⑥半日(4時間)券10
枚
⑦半日(4時間)券20
枚
/こども一人当たり
年間

５年度の状況
クーポン利用枚数10,130枚
※令和6年度からクーポン
電子化

ファミ
リーサ

ポートセ
ンター事

務局

－
１時間券１０枚/
世帯当たり年間

５年度の状況
クーポン利用枚数1,076枚
※令和6年度からクーポン
電子化

申込・申請先 必要書類

申込・申請先 必要書類

－ －
５年度の状況
　延べ相談件数 426件

申込・申請先 必要書類

－ －
５年度の状況
　延べ利用者数 2,975人

申込・申請先 必要書類

－ －
５年度の状況
　ページアクセス数
　　延べ　96,740件

申請先 必要書類

ファミ
リーサ

ポートセ
ンター事

務局

－ 日常の家事支援
５年度の状況
延べ利用者61人

１８歳未満の子どもが２人以上いる家庭　　　で、かつ就学前
の子どもがいる世帯の保護者

備　　考

申請手続

申請手続
給付内容 給付方法 交付時期

(12) 子どもの権利相談室「こころの鈴」

給付方法

要　　　　　件

給付方法 交付時期

開所日　水曜日、金曜日（午後1時～6時）
　　　　月1回月曜日（午後1時～6時）
場　所　浅間温泉1-5-1

要　　　　　件
申請手続

５年度の状況
　延べ利用人数　1,995人
※令和6年1月から登録・予
約システム導入

給付内容 給付方法 交付時期

給付内容

交付時期

（14）子育てコミュニティサイト「はぐまつ」運営事業

(13) 学習・交流・相談スペース「はぐルッポ」運営事業

要　　　　　件

相談日　月～木曜日、土曜日（午後1時～    6時）
　　　　金曜日（午後1時～8時）
場　所　大手事務所2階

要　　　　　件

備　　考

備　　考

備　　考

登録申込書
利用申込書

診療情報提供書

必要な期間
(原則1回に
つき連続5日
以内)

備　　考

給付内容

病状の急変は認められないが、病気の回復期に至らず、保護者
の勤務等止むを得ない事由により、家庭で保育を行うことが困
難な松本市内に在住又は保護者が松本市内に勤務している生後
５カ月から小学３年生までの児童
※保護者が松本市内に勤務していない塩尻市・山形村・朝日村
の児童も対象

相澤病院病児
保育室、丸の
内病院病児保
育施設、まつ
もと医療セン
ター病児保育
室、梓川診療
所病児保育室

保育

申請手続

３歳未満児のうち、保育園等に在籍してい　　ない子どもの保
護者
〈対象事業〉
①ファミリー・サポート・センター事業
（子育てサポーター訪問事業含む）
②一時預かり事業〈令和５年度追加事業〉
③子育て支援ショートステイ事業
④育児ママヘルプサービス事業
⑤産後ママ家事支援サービス事業
⑥休日保育事業
⑦病児・病後児保育事業

要　　　　　件
申請手続

給付内容 給付方法 交付時期

(10) 子育て支援クーポン事業

交付時期 備　　考要　　　　　件
申請手続

給付内容 給付方法

（15）産後ママ家事支援サービス事業
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1 保育料（利用者負担額）についてのお知らせ

　⑴　保育料は、世帯（家計の主宰者（原則ご両親））にかかる市民税額、お子さんの年齢（その年度の４月１日
　　 現在の満年齢）、兄弟姉妹の状況等によって決定します。令和６年度の保育料は、８月分までは令和５年
　 　度市民税額、９月以降の分は令和６年度市民税額で算定します。市民税額は、調整控除を除く税額控除
　　 を加算した額により算定します。

　⑵　また、お子さんが何番目かにより保育料が変わります。子どもの数え方は、世帯区分によって対象とする
　 　 年齢の範囲が変わります。
 　　 徴収基準額表の第１～３子の数え方は、下記の対象範囲のうち、年齢の高い順に第１～３子と数えます。　　　

保護者と生計が同一のお子さん
保護者と生計が同一のお子さん
１８歳未満（その年度の４月１日現在の満年齢）のお子さん
特定の施設※に在籍している小学校就学前のお子さん

　※「特定の施設」とは、保育園（子ども・子育て支援新制度対象の施設）、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部

    （松本盲学校、松本ろう学校）、児童デイサービス（しいのみ学園、療育センターらいふ・みらい）、地域型保育事業に

   　係る施設（家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、企業主導型保育事業の助成を受ける施設を指し

   　ています。

　　

　⑷　徴収基準額表の（）内の保育料は、世帯の１８歳未満（その年度の４月１日現在の満年齢）の第３子以降の児童に
　　 ついて、長野県子育て支援戦略による追加軽減時の保育料を示しています。

　⑸  延長保育料については、各種軽減は適用されません。

２ 満３歳以上児について

　⑴  4月1日時点満3歳以上児の保育料は、令和元年10月より無償化が開始されています。副食費、延長保育料、緊急
      保育料は無償化の対象外です。

　⑵  延長保育料は、満3歳未満児と同額です。

３　副食費について(３歳～５歳児のみ）

　⑴　公立保育園の副食費は月の給食提供日数に関わらず月額4,500円、公立幼稚園の副食費は月の給食提供日数に関わ
　　　らず月額3,000円です。私立施設の副食費徴収額、徴収方法等は各施設が定めます。

　⑵　以下の①～③に当てはまる場合、副食費が免除されます。
　 　 ①　1号（特別利用保育を除く）で出生順（小学校3年生以下と特定の施設※に在籍している子どものうちの出生順）
　　　 　 が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども
　　　②　2号で同時通園の出生順（特定の施設※に在籍している小学校就学前の子どものうちの出生順）が第3子以降の
　　　　  子ども、または住民税所得割額が57,700円未満 （ひとり親世帯等については77,101円未満）の世帯の子ども
　　　③　特別利用保育で同時通園の出生順（特定の施設※に在籍している小学校就学前の子どものうちの出生順）が第
　　 　　 3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども

　⑶　公立保育園で、感染症等の理由によって保育の一時停止（食事が提供されない日を除き、連続して6日以上）を
 　　 行った場合は、副食費の減免を受けられます。翌月15日までに申請を行ってください。（余暇や家庭の都合等に
　　　よる欠食は減免の対象外です。）私立施設については、各施設へご確認ください。

４ 特別利用保育について

　⑴ 　年齢、階層等に関わらず月額8,000円の利用者負担額となります。

　⑵ 　副食費は月額4,500円です。

令和６年度　松本市保育料（利用者負担額）等について

　⑶　ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯の減免が認められる世帯および在宅障害児（者）がいる世帯を指しています。

世帯　④

世帯区分（徴収基準額表を参照） 対　象　範　囲
世帯　①
世帯　②
世帯　③
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（単位：円）

第３子

階層 定　　　義 短時間 標準時間 短時間 標準時間 以降

Ａ 生活保護世帯等 0 0 0 0 0

Ｂ 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0

Ｃ 市町村民税均等割のみ 12,000 14,100 3,600 4,230 0

Ｄ１ 市町村民税所得割額　48,600円未満 12,800 14,900 3,840 4,470 0

Ｄ２の一部 　48,600円以上 ～ 57,700円未満 18,000 22,200 5,400 6,660 0 700

第３子

階層 定　　　義 短時間 標準時間 短時間 標準時間 以降

Ａ 生活保護世帯等 0 0 0 0 0

Ｂ 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0

Ｃ 市町村民税均等割のみ 5,000 5,000 0 0 0

Ｄ１ 市町村民税所得割額　48,600円未満 5,000 5,000 0 0 0

Ｄ２ 　48,600円以上 ～ 69,300円未満 5,000 5,000 0 0 0

Ｄ３の一部 　69,300円以上 ～ 77,101円未満 5,000 5,000 0 0 0

階層 定　　　義 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間

階層 定　　　義 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間

18,000 22,200 5,400 6,660
(12,000) (16,200) (3,000) (5,100)
24,500 28,700 7,350 8,610

(18,500) (22,700) (6,250) (8,350)
37,000 41,200

(31,000) (35,200)
39,500 44,300

(33,500) (38,300)
45,300 51,900

(39,300) (45,900)
51,000 57,600

(45,000) (51,600)
54,000 60,600

(48,000) (54,600)
56,000 62,600

(50,000) (56,600)

※４月１日現在の満年齢で決定します。
※延長保育料は満3歳以上児も同額です。

満３歳未満児の２・３号認定子ども保育料（利用者負担額）徴収基準額表

世帯①
(市町村民税所得割額 57,700円未満)

満３歳未満児
延長保育料

(月額・30分毎)第１子 第２子

0

350

世帯②【ひとり親世帯等】
(市町村民税所得割額 77,101円未満) 第１子 第２子 延長保育料

(月額・30分毎)

0

350

700

世帯③【単独通園】
(市町村民税所得割額 57,700円以上) 第１子 第２子 第３子以降 延長保育料

(月額・30分毎)

(22,700)

Ｄ４ 　97,000円以上 ～ 133,000円未満 37,000 41,200 29,600 32,960 29,600

Ｄ２
の一部

市町村民税所得割額
　57,700円以上 ～ 69,300円未満

18,000 22,200 14,400 17,760 (12,000) (16,200)

700Ｄ３ 　69,300円以上 ～ 97,000円未満 24,500 28,700 19,600 22,960 (18,500)

41,520

1,100
Ｄ７ 235,000円以上 ～ 301,000円未満 51,000 57,600 40,800

36,240

Ｄ５ 133,000円以上 ～ 169,000円未満 39,500 44,300 31,600 35,440

32,960

31,600 35,440 800

Ｄ６

46,080 40,800 46,080

43,200 48,480

Ｄ９

169,000円以上 ～ 235,000円未満 45,300 51,900 36,240 41,520

50,080

Ｄ８ 301,000円以上 ～ 397,000円未満 54,000 60,600 43,200 48,480

397,000円以上 56,000 62,600 44,800 50,080 44,800

延長保育料
(月額・30分毎)

Ｄ２
の一部

市町村民税所得割額
　57,700円以上 ～ 69,300円未満

0 0

700Ｄ３ 　69,300円以上 ～ 97,000円未満 0 0

世帯④【同時通園】
(市町村民税所得割額 57,700円以上) 第１子 第２子 第３子以降

0 0

Ｄ５ 133,000円以上 ～ 169,000円未満 11,850 13,290 0 0

Ｄ４ 　97,000円以上 ～ 133,000円未満 11,100 12,360 0 0

800

Ｄ６ 169,000円以上 ～ 235,000円未満 13,590 15,570 0 0

1,100
Ｄ７ 235,000円以上 ～ 301,000円未満 0 0

Ｄ８ 301,000円以上 ～ 397,000円未満 16,200 18,180 0 0

15,300 17,280

Ｄ９ 397,000円以上 16,800 18,780
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